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世界先住民族ネットワーク AINU の規約  

                     
（名称）  
第1条 この組織は、世界先住民族ネットワーク AINUと称する。 

英語訳：World Indigenous Peoples Network：AINU 
略称「WIN・AINU」 

 
（事務所）  
第2条 この組織の事務局は、事務局長所在地とする。 

（１）また、必要に応じて地域事務局をおくことができる。 
 

（目的及び事業）  
第3条 アイヌ民族が主体となって次の事業を行なうことを目的とする。       

(１）「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の促進と監視            
（２）世界の先住民族との情報交換・交流・協力・支援 

 
（会員）  
第4条 この組織の主旨、目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。 

（1）正会員   この組織に賛同して入会したアイヌ民族の個人及び、団体 
（2）協力会員  （1）以外の賛同した個人及び団体 

 
（入会等）  
第 5条  

1 正会員として入会を希望する者は、代表に入会申込書と年会費を払い込まな

ければならない。代表は、役員会に諮り、過半数以上の賛成をもって、入会を

認める。 
2 協力会員として入会を希望する者は、代表に入会申込書と年会費を払い込ま

なければならない。 
 

（会員の資格の喪失）  
第 6条 

正会員及び団体は、その資格を喪失する。    
（1）退会届の提出をしたとき 
（2）本人が死亡し、または団体が消滅したとき。 
（3）除名されたとき。 
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（退会）  
第7条 正会員及び協力会員は、代表に退会届を提出して、任意に退会する事が出来る。 
 
（除名）  
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除

名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。 
（1）この規約に違反したとき。 
（2）この組織の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 

 
役員  
（種別および選任）  
第９条 この組織に次の役員を置く。 

（1） 役員  9名 
（2） 監査  2名 

役員のうち一人を代表、二人を副代表とする。 
役員のうち事務局長、次長、会計、事務局員を若干名選任する。 

 
（選任など）  
第 10条  
    1 役員及び監査は、総会において選任する。 

2 代表及び、副代表は役員の互選とする。 
 
（職務）  
第 1１条 

1 代表は、この組織を代表し、その業務を統理する。 
2 副代表は、代表を補佐し、代表が事故などによって欠けたときは、代表が指

名した順序によって、その職務を代行する。 
3 役員は、役員会を構成し、この規約及び役員会の議決に基づき、この組織の

業務を執行する。 
4 監査は、次に掲げる職務を行う。 

（1） 役員の業務執行の状況を監査すること。 
（2） この会の財産の状況を監査すること。 
（3） 前 2号の規定による監査の結果、この組織の業務又は財産に関して不

正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発

見した場合は、これを総会に報告すること。 
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（4） 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 
（5） 役員の業務執行の状況又は、この組織の財産について、役員に意見を

述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。 
 
（任期）  
第 12条 

1 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げない。 
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員は、所定の任期の残任期間

とする。 
3 役員は、辞任または任期終了の場合でも、後任者が就任するまでは、その任

にあるものとする。 
 
（解任）  
第13条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解

任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与

えなければならない。 
（1） 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。 
（2） 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認め 

             られるとき。 
（報酬）  
第 14条  

1 役員には、業務遂行に要した費用を支払うことができる。 
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て代表が別に定める。 

 
総会  
（種別） 
第 15条 この会の総会は、毎年の通常総会と臨時総会とする。 
 
（構成）  
第16条  総会は、正会員をもって構成する。また議案書は代表が責任を持って作成し役

員会の承認および監査報告を受けて提出するものとする。 
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（機能）  
第 17条 総会は、以下の事項について議決する。 

（1）規約の変更 
（2）解散 
（3）事業計画及び収支予算並びにその変更 
（4）事業報告及び収支決算 
（5）役員の選任、解任 
（6）入会金及び年会費 
（7）その他この組織の運営に関する必要な事項 

      
（開催）  
第 18条 

1 総会は、毎年一度開催する。 
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
（1） 役員会が必要と認める招集の請求をしたとき。 
（2） 正会員総数の３分の 1 以上から、会議の目的たる事項を示して、書面を

もって請求があった場合。 
（3） 第１１条第 4項第 4号の規定により、監査からの招集があったとき。 

（招集）  
第 19条 

1 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除き、代表が招集する。 
2 代表は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときには、そ
の日から二カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。 

3 総会は招集するとき、会議の目的、日時及び場所を原則として、一ヶ月前ま

でに文書をもって通知しなければならない。 
（定足数）  
第20条  総会は、正会員総数の委任状を含めて過半数の出席によって成立する。 
 
（議長）  
第21条  総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。 
（議決）  
第 22条 

1 総会における議決事項は、第１７条規定によってあらかじめ通知した事項とす

る。 
2 総会の議事は、この規約に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意

をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 
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（議決権等）  
第 23条 

1 各正会員の議決権は平等なるものとする。 
2 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面によって

議決し、また他の正会員を代理人として、議決を委任することができる。 
3 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決

に加わることができない。またその判断は議長の決するところとする。 
 
（議事録）  
第24条 代表は総会議事録を作成しなければならない 

議事録には 2人以上が署名、押印しなければならない。 
 
役員会  
（構成）  
第 25条 役員会は、正会員から選ばれた者よって構成する。 
 
（開催）  
第 26条 役員会は、次の場合に開催する。 

（1）代表が必要と認めたとき。 
（2）役員総数の 3分の 2以上から、招集の請求があったとき。 

    （3）監査からの請求があったとき 
 
（議長）  
第27条  役員会の議長は、代表があたる。 
 
（議決）  
第28条  役員会の議事は、役員会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。   
 

第29条 各役員の議決権は、平等なものとする。 
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（議事録）  
第 30条 
     役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 

（1） 日時及び場所 
（2） 出席者氏名及びその数 
（3） 審議事項 
（4） 議事の経過の概要及び議決の結果 

 
（会計）  
第 31条 この組織の会計は、必要な帳簿類を整備することとする。 
 
（事業計画及び予算）  
第 32条 この組織の事業計画及び、これに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を
経なければならない。 
 
（事業報告書及び決算）  
第 33条 

1 この組織の事業報告書及び、決算書を毎事業年度終了後、代表が作

成し、監査を受け総会の議決を経なければならない。     
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 
（事業年度）  
第 34条 

この組織の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 
 

規約の変更および解散等  
（規約の変更） 
第 35条 

この組織が規約の変更をしようとするときは、総会に出席した委任状を含む正会

員の３分の２以上の議決を経て決する。 
 

（解散）  
第 36条 
    この組織が解散しようとするときは、総会に出席した委任状を含む 

正会員総数の３分の２以上の議決を経て決する 
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（残余財産の帰属）  
第 37条 この組織が解散したとき、残存する財産は、総会で議決したものに譲渡する。 
 
（細則）  
第 38条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定め

る。 
 
（附則）  

この規約は、この組織の成立の日から施行する。 
 

    代表          １名 
    副代表         ２名 
    事務局長        １名 
    事務局次長       １名 
    会計、書記       １名 
    国際          １名 
    地域          １名 
    広報          １名 
 
(1) この組織設立当初の役員の任期は、第１２条第 1 項の規定にかかわらず、成立の

日から 2010年 3月 31日迄とする。 
 
(2) この組織の設立当初の事業年度は、第 34 条の規定にかかわらず、設立の日から

2010年 3月 31日迄とする。 
 

 
(3) この組織の設立当初の事業年度にかかわる会費は、次に掲げた額とする。 
◇正会員   年会費一口 １，０００円  団体 年会費一口 ３，０００円 
◇協力会員  年会費一口 １，０００円  団体 年会費一口 ５，０００円 

 
 
 
 
  


